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資料２
死因究明等推進計画検証等推進会議の開催について

令 和 ５ 年 ５ 月 1 1 日
死因究明等推進本部決定

１．死因究明等推進計画の見直しに当たり新たな計画に盛り込むべき事項の
検討並びに死因究明等に関する施策の実施状況の検証、評価及び監視の補
佐を行うため、死因究明等推進計画検証等推進会議（以下「推進会議」と
いう。）を開催する。

２．推進会議は、死因究明等推進基本法（令和元年法律第33号）に基づく死
因究明等推進本部長（以下「本部長」という。）が指名する本部員及び専
門委員により開催する。

３．推進会議の議長（以下「議長」という。）は、推進会議を主宰する者と
して、その構成員のうちから本部長が指名する。

４．議長は、自らに事故があった場合に、議長に代わり推進会議を主宰する
者として、議長代理を指名する。

５．推進会議は、構成員の過半数が出席しなければ、これを開くことができ
ない。

６．推進会議は、必要に応じ、関係行政機関の職員その他の者の出席を求め
ることができる。

７．推進会議は、本部長が招集する。

８．推進会議は、原則として公開する。ただし、議長は、公開することによ
り公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときそ
の他正当な理由があると認めるときは、会議を非公開とすることができる。

９．議長は、推進会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるな
ど必要な措置をとることができる。

10．議長は、推進会議の終了後、当該推進会議の議事録を作成し、推進会議
に諮った上で、これを公表する。ただし、議事録が行政機関の保有する情
報の公開に関する法律（平成11年法律第42号）第５条各号に掲げる情報の
いずれかを含む場合は、議長は、推進会議に諮った上で、議事録の全部又
は一部を非公表とすることができる。

11．推進会議の庶務は、厚生労働省死因究明等推進本部事務局において処理
する。

12．この決定に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、本部長が
定める。
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（参考）

○死因究明等推進基本法（令和元年法律第三十三号）（抄）

（設置及び所掌事務）
第二十条 厚生労働省に、特別の機関として、死因究明等推進本部（以下「本部」とい
う。）を置く。
２ 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 死因究明等推進計画の案を作成すること。
二 死因究明等に関する施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
三 前２号に掲げるもののほか、死因究明等に関する施策に関する重要事項について
調査審議するとともに、死因究明等に関する施策の実施を推進し、並びにその実施
の状況を検証し、評価し、及び監視すること。
（組織）

第二十一条 本部は、死因究明等推進本部長及び死因究明等推進本部員10人以内をもっ
て組織する。
（死因究明等推進本部長）

第二十二条 本部の長は、死因究明等推進本部長（以下「本部長」という。）とし、厚生
労働大臣をもって充てる。
（死因究明等推進本部員）

第二十三条 本部に、死因究明等推進本部員（以下「本部員」という。）を置く。
２ 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総理
大臣が指定する者
二 死因究明等に関し優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する者
３ 前項第２号の本部員は、非常勤とする。
（専門委員）

第二十四条 本部に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
２ 専門委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
（幹事）

第二十五条 本部に、幹事を置き、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任
命する。

２ 幹事は、本部の所掌事務について、本部長及び本部員を助ける。
（資料提出の要求等）

第二十六条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行
政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることが
できる。
２ 本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規
定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
（本部の運営の在り方）

第二十七条 本部の運営については、第23条第２項第２号の本部員の有する知見が積極
的に活用され、本部員の間で充実した意見交換が行われることとなるよう、配慮され
なければならない。
（事務局）

第二十八条 本部の事務を処理させるため、本部に事務局を置く。
２ 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
３ 事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
４ 事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。
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（政令への委任）
第二十九条 この章に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政
令で定める。

○死因究明等推進本部令（令和二年政令第七十二号）

（死因究明等推進本部長）
第一条 死因究明等推進本部長は、死因究明等推進本部（以下「本部」という。）の事
務を総括する。
（国務大臣以外の本部員の任期等）

第二条 死因究明等推進本部員（以下この条において「本部員」という。）のうち、死
因究明等推進基本法第 23 条第２項第２号の本部員の任期は、２年とする。ただし、補
欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。

２ 前項の本部員は、再任されることができる。
（専門委員）

第三条 本 部 の 専 門 委 員 （ 次 項 に お い て 「 専 門 委 員 」 と い う 。） は 、 非 常 勤 と
す る 。

２ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、
解任されるものとする。
（事務局の組織）

第四条 本部の事務局に、参事官１人（関係のある他の職を占める者をもって充てられ
るものとする。）を置く。

２ 参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。
３ 前２項に定めるもののほか、本部の事務局の内部組織の細目は、厚生労働省令で定
める。
（本部の運営）

第五条 この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、死因究明等推
進本部長が本部に諮って定める。


